建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
新旧対照表

	改正前（令和４年７月１日）
	改正後（令和５年５月26日）

	建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準

第１ 　（略）

第２　総則
１　監督処分の基本的考え方
    建設業者の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するという建設業法の目的を踏まえつつ、本基準に従い、当該不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案して行うものとする。
２　監督処分の対象
（1）～（2）　　（略） 
(3)　請負契約に関する不正行為等に対する営業停止処分
建設工事の請負契約に関する不正行為等に対する営業停止処分は、公共工事（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）又は建設業法施行規則第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。以下同じ。）の請負契約（当該公共工事について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。）に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事に係るものについて、それ以外の工事の請負契約に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事以外の工事に係るものについて、それぞれ行うものとする。


３～７　　　（略）

第３　監督処分の基準
１　　　（略）

２　具体的基準
（1）～（3）　　（略） 
(4)　建設工事の施工等に関する他法令違反
他法令違反の例は次のとおりであるが、監督処分に当たっては、他法令違反の確認と併せて、当該違反行為の内容・程度、建設業の営業との関連等を総合的に勘案し、建設業者として不適当であるか否かの認定を行うこととする。
なお、法人に係る他法令違反については、役員等若しくは政令で定める使用人又は法人自体に他法令違反が認められる場合に監督処分を行うこととする。
ア　　　（略） 
イ　建設工事の施工等に関する法令違反
(ｱ)　建築基準法違反等
ａ　役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は７日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは３日以上の営業停止処分を行うこととする。
ｂ　建築基準法第９条に基づく措置命令等建設業法施行令第３条の２第１号等に規定する命令を受けた場合は指示処分を行うこととし、当該命令に違反した場合は３日以上の営業停止処分を行うこととする。
ｃ　建築基準法の違反が建設資材に起因するものであると認められるときは、必要に応じ、指示処分を行うこととする。 

(ｲ)　　（略）
(ｳ) 廃棄物処理法違反
役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は15日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは７日以上の営業停止処分を行うこととする。
(ｴ)～(ｶ)　　　（略）
ウ、エ　　（略）
(5) ～ (8)　　（略）

第４
１　　　（略）

２　具体的基準
（1）
ア　　　（略）
 　イ　軽微でない工事を無許可で請け負った場合
法第３条第１項及び建設業法施行令第１条の２第１項の規定に違反し、無許可で工事一件の請負代金の額が500万円以上（建築一式工事にあっては、請負代金の額が1,500万円以上又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事）を請け負った場合については、機動的に法第41条第１項　に基づく必要な指導を行うこととし、さらに指導に従わない場合は指示処分または３日以上の営業停止処分を行うこととする。



ウ　　　（略）
　（2）　　　（略）

第５　　（略）


第６　施行期日等
１　この基準は、平成16年４月１日から施行する。
２　この基準は、その施行後に不正行為等が行われたものから適用し、施行日前に行われた不正行為等に対する適用については、なお従前の例による。

　この基準は、平成18年１月４日から施行する。

　この基準は、平成18年２月１日から施行する。

　この基準は、平成19年10月1日から施行する。

　この基準は、平成20年４月１日から施行する。

　この基準は、平成21年11月19日から施行する。

　この基準は、平成24年11月１日から施行する。

この基準は、令和３年２月２日から施行する。

　この基準は、令和３年８月18日から施行する。

この基準は、令和３年10月６日から施行する。

この基準は、令和４年７月１日から施行する。





別表　　（略）
























	建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準

第１　 （略）

第２　総則
１　監督処分の基本的考え方
    建設業者の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するという建設業法（昭和24年法律第100号）の目的を踏まえつつ、本基準に従い、当該不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案して行うものとする。
２　監督処分の対象
（1）～（2）　　（略） 
(3)　請負契約に関する不正行為等に対する営業停止処分
建設工事の請負契約に関する不正行為等に対する営業停止処分は、公共工事（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）又は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。以下同じ。）の請負契約（当該公共工事について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。）に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事に係るものについて、それ以外の工事の請負契約に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事以外の工事に係るものについて、それぞれ行うものとする。

３～７　　　（略）

第３　監督処分の基準
１　　　（略）

２　具体的基準
（1）～（3）　　（略） 
(4)　建設工事の施工等に関する他法令違反
他法令違反の例は次のとおりであるが、監督処分に当たっては、他法令違反の確認と併せて、当該違反行為の内容・程度、建設業の営業との関連等を総合的に勘案し、建設業者として不適当であるか否かの認定を行うこととする。
なお、法人に係る他法令違反については、役員等若しくは政令で定める使用人又は法人自体に他法令違反が認められる場合に監督処分を行うこととする。
ア　　　（略） 
イ　建設工事の施工等に関する法令違反
(ｱ)　建築基準法違反等
ａ　役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は７日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは３日以上の営
停止処分を行うこととする。
ｂ　建築基準法第９条に基づく措置命令等建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第３条の２第１号等に規定する命令を受けた場合は指示処分を行うこととし、当該命令に違反した場合は３日以上の営業停止処分を行うこととする。
ｃ　建築基準法の違反が建設資材に起因するものであると認められるときは、必要に応じ、指示処分を行うこととする。
(ｲ)　　　（略）
(ｳ) 宅地造成及び特定盛土等規制法違反、廃棄物処理法違反
役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は15日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは７日以上の営業停止処分を行うこととする。
(ｴ)～(ｶ)　　　（略）
ウ、エ　　（略）
(5) ～ (8)　　（略）

第４
１　　　（略）

２　具体的基準
（1）
ア　　　（略）
 　イ　軽微ではない工事を無許可で請け負った場合
[bookmark: _GoBack]法第３条第１項及び建設業法施行令第１条の２第１項の規定に違反し、無許可で工事一件の請負代金の額が500万円以上（建築一式工事にあっては、請負代金の額が1,500万円以上又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事）を請け負った場合については、３日以上の営業停止処分を行うこととする。
なお、同条第２項により、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負った場合については、各契約の請負代金の額の合計額をもって上記の判断額とする。

ウ　　　（略）
　（2）　　　（略）

第５　　（略）


第６　施行期日等
１　この基準は、平成16年４月１日から施行する。
２　この基準は、その施行後に不正行為等が行われたものから適用し、施行日前に行われた不正行為等に対する適用については、なお従前の例による。

　この基準は、平成18年１月４日から施行する。

　この基準は、平成18年２月１日から施行する。

　この基準は、平成19年10月1日から施行する。

　この基準は、平成20年４月１日から施行する。

　この基準は、平成21年11月19日から施行する。

　この基準は、平成24年11月１日から施行する。

この基準は、令和３年２月２日から施行する。

　この基準は、令和３年８月18日から施行する。

この基準は、令和３年10月６日から施行する。

　この基準は、令和４年７月１日から施行する。

この基準は、令和５年５月26日から施行する。



別表　　（略）




